
 

 

 

認定基準等チェック表 （第１表 絶対値基準用） 

（注意事項） 

・ 実績判定期間とは、申請書提出の直前に終了した事業年度の末日以前２年（初回のみ２年、更新は５年）内に終了した各事業年度の 

うち最も早い事業年度の初日から申請書提出の直前に終了した事業年度の末日までの期間です。 

例えば、３月決算法人が令和５年７月に申請書を提出する場合、過去２年内に事業年度の変更を行っていなければ、実績判定期間は初 

めて認定を受ける法人の場合は令和３年４月１日から令和５年３月31日（更新時は５事業年度）となります。 

・ チェック欄には、この表の各欄の記載を終了し、基準を満たしていることを確認したら「チェック欄」にチェックを記載してください 

（第２表以下についても同様です。）。 
・ なお、認定審査の過程において、年３，０００円以上の寄附者の数の算出根拠について確認させていただく場合がありますので、寄附

者の数の算出根拠を示す書類を法人の主たる事務所に確実に保管するようお願いします。 

※ 休眠預金等交付金関係助成金を受け取っている場合は３，０００円に当該休眠預金等交付金関係助成金の額を加算した金額以上の寄

附者数となります。 

法人名 特定非営利活動法人アクセプト・インターナショナル 実績判定期間 令和 5 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 

実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数（※）の合計数

が年平均100人以上であること 

ﾁ ｪ ｯ ｸ 欄 

✓ 

【留意事項】 

１ 寄附者の氏名（法人にあっては、その名称）及びその住所が明らかな寄附者のみを数えてください。 

２ 寄附者の数の算出に当たっては、寄附者本人と生計を一にする方を含めて一人としてください。 

３ 貴法人の役員及びその役員と生計を一にする方が寄附者である場合、それらの方を寄附者の数に含めないでください。 

  

 

実績判定 

期間内の 

各事業年度 

 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ  

 自 令和 5 年 4 月 1 日 令和 6 年 4 月 1 日  年 月 日  年 月 日  年 月 日  年 月 日 

至 令和 6 年 3 月 31 日 令和 7 年 3 月 31 日  年 月 日  年 月 日  年 月 日  年 月 日 

年 3,000 円以上の寄附者

の数(※)が 100 人以上で

ある 

はい・いいえ はい・いいえ はい・いいえ はい・いいえ はい・いいえ はい・いいえ 

【寄附者名簿チェック欄】 

☑ 寄附者の氏名（法人にあっては、その名称）及びその住所が明らかな寄附者のみを数えていますか。 

☑ 寄附者の数の算出に当たって、寄附者本人と生計を一にする方を含めて一人としていますか。 

☑ 貴法人の役員及びその役員と生計を一にする方が寄附者の場合、それらの方を寄附者数から除いていますか。 

 

上記の欄で「いいえ」に○がついた場合は、下記の欄で判定してください。 

 

 ○ 実績判定期間内において、寄附金額が年 3,000円以上の寄附者の数（※）が年 100人未満の事業年度があ
る場合は、下欄により、年平均 100人以上かどうかを判定してください。 

 

 
年 3,000円以上の寄

附者の数(※） 

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ 合計  

人 人 人 人 人 人 Ａ 人 

実績判定期間の月数 
一月未満の端数がある場合は、一月に切り上げます。 

Ｂ 月 

実績判定期間の年3,000円以上の寄附者数(※） 
Ａ 

人 
× 12 

＝ 人 ≧ １００人 
実績判定期間の月数 

Ｂ 
  月 

 

 

                                                                      

                                                        ↑ 

小数点以下は切り捨てます。 

書式第４号（法第４４条･５１条関係） 



 

認定基準等チェック表 （第２表） 

法人名 特定非営利活動法人 アクセプト・インターナショナル ﾁ ｪ ｯ ｸ欄 

２  実績判定期間における事業活動のうち次の活動の占める割合が５０％未満であること ✓ 

 イ  会員等に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供（以下「資産の譲渡等」という。）、会

員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動（資産の譲渡等のうち対価

を得ないで行われるもの等を除く。） 

 ロ  会員等、特定の団体の構成員、特定の職域に属する者、特定の地域に居住し又は事務所その他こ

れらに準ずるものを有する者その他便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動（会員等に対する資

産の譲渡等を除く。） 

  （注意事項） 特定の地域とは、一の市区町村の区域の一部で地縁に基づく地域をいいます。 

  ハ  特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動 

  ニ  特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動 

 

 
実 績 判 定 期 間 

 
すべての事業活動に係る金額等 ……………………… ①  

（指標       ） 

538,416,235 円 

 

 

 ①のうちイ～ニの活動に係る金額等 ……………………… ②  331,260 円  

  

 

イ 

会員等に対する資産の譲渡等の活動（対価を得ないで行われ

るもの等を除く。）に係る金額等 
ⓐ 

 

0 円 

 

会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会

員等である活動に係る金額等 
ⓑ 

 

0 円 

 

ロ 便益が及ぶ者が特定の範囲の者である活動に係る金額等 ⓒ 32,500 円 

ハ 特定の著作物又は特定の者に関する活動に係る金額等 ⓓ 298,760 円 

ニ 
特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求

める活動に係る金額等 
ⓔ 

 

0 円 

合     計     （ⓐ＋ⓑ＋ⓒ＋ⓓ＋ⓔ） ⓕ 331,260 円 ➯②へ 

 

 基準となる割合 （②÷①） ……………………………… ③ 0.06％  

 

 

 

 

 

 

（注意事項） 

③については、小数点以下第３位を切り捨てた数値を記載してください。

書式第６号の①（法第４４条・５１条・５８条関係） 



認定基準等チェック表 （第３表）        （初葉）

法人名 特定非営利活動法人 アクセプト・インターナショナル ﾁ ｪ ｯ ｸ 欄

３ 運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ３分の１以下であること
✓

⑴ 役員及びその親族等

⑵ 特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

ロ 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

ニ 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

項 目

区 分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

（②÷①）

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

（④÷①）

① ② ③ ④ ⑤

ⓐ
令和5年4月1日～令和6年 3

月31日 8人 0人 0％ 0人 0％

ⓑ
令和 6年 4月 1日～令和 7年 3

月31日 8人 0人 0％ 0人 0％

ⓒ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 ％ 人 ％

ⓓ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 ％ 人 ％

ⓔ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 ％ 人 ％

ⓕ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 ％ 人 ％

申 請 時
8人 0人 0％ 0人 0％

（注１） 各欄の人数等は、第３表付表１「役員の状況」から転記してください。

（注２） ③及び⑤については、小数点以下第２位を切り捨てた数値を記載してください。

ロ

各社員の表決権が平等である ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ 申請時

上記を証する書類の名称とその内容等

はい
・

いいえ

はい
・

いいえ

はい
・

いいえ

はい
・

いいえ

はい
・

いいえ

はい
・

いいえ

はい
・

いいえ定款第28条第1項に「各正会員の表決権は、平等

なものとする。」と規定

（注意事項）

・ 認定基準等チェック表（第3表）は、法第55条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）の提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記ロの記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した事項について、

改めて記載する必要はありません。

書式第７号（法第４４条･５１条･５８条関係）



第３表（次葉）

ハ

項       目 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ 申請時

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

はい
・

いいえ

はい
・

いいえ

はい
・

いいえ

はい
・

いいえ

はい
・

いいえ

はい
・

いいえ

はい
・

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行っている

はい
・

いいえ

はい
・

いいえ

はい
・

いいえ

はい
・

いいえ

はい
・

いいえ

はい
・

いいえ

はい
・

いいえ

㊟ 該当する項目を○で囲み、監査証明書又は第３表付表２「帳簿組織の状況」を添付してください。

ニ

項       目 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ 申請時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

（注意事項）

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。

「認定基準等チェック表」（第３表）記載要領

項    目 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各欄 区分欄の「ⓐ～ⓕ」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度（又は各年）を記載します。

第３表付表１「役員の状況」を記載して、「①」、「②」及

び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

ロの各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款（又は会則）第○条に『各正会員の表決権は、平

等なものとする』と規定」のように記載します。

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

ハの各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「ⓐ」から「ⓕ」については、イに記載する各期間

（「ⓐ」から「ⓕ」）を示したものです。

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の「はい」

に「○」した場合には監査証明書を添

付してください。

② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行っている」の「はい」に「○」

した場合には、第３表付表２「帳簿組

織の状況」を記載し添付してください。

ニの各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「ⓐ」から「ⓕ」については、イに記載する各期間

（「ⓐ」から「ⓕ」）を示したものです。

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明らかにしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできません。

記載要領の補足



役 員 の 状 況 第３表付表１

法人名
特定非営利活動法人 アクセプ

ト・インターナショナル
ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ 申 請 時

役 員 数 8 人 8 人 人 人 人 人 8 人

⑴ 最も人数が多い「親族等」のグルー

プの人数
0 人 0 人 人 人 人 人 0 人

⑵ 最も人数が多い「特定の法人の役員

又は使用人である者並びにこれらの

者の親族等」のグループの人数

0 人 0 人 人 人 人 人 0 人

役 員 の 内 訳

氏 名 住 所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ 申請時
就任・退任

年月日

菅原直美 理事

〇

令和 4 年 5 月

15日就任

令和 5 年 6 月

25日退任

杉本優香 理事

〇 〇

令和 4 年 6 月

26日就任

令和 7 年 6 月

28日退任

伊東正樹 理事

〇 〇

令和 4 年 5 月

15日就任

令和 6 年 8 月

29日退任

中野裕美子 監事

〇 〇

令和 4 年 5 月

15日就任

令和 6 年 6 月

27日退任

永井陽右 理事

〇 〇 〇

平成 29年 4月

3日就任

金丸凛 理事
〇 〇 〇

令和 4 年 6 月

26日就任

齋藤悠太 理事
〇 〇 〇

令和 2 年 6 月

27日就任

書式第８号（法第４４条･５１条･５８条関係）



国吉大陸 監事

〇 〇

平成 29年 6月

24日就任

令和 6 年 6 月

27日退任

小川隆弘 監事

〇 〇 〇

令和 5年 12月

23日就任

島野珠緒 監事

〇 〇

令和 6 年 8 月

29日就任

南條佑太 理事

〇 〇

令和 6 年 8 月

29日就任

高橋みづき 理事
〇 〇

令和 6 年 8 月

29日就任

吉野京子 理事
〇

令和 7 年 6 月

28日就任

（注意事項）

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した事

項について、改めて記載する必要はありません。



帳 簿 組 織 の 状 況        第３表付表２

法人名 特定非営利活動法人 アクセプト・インターナショナル

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

総勘定元帳 会計ソフト（会計王NPO

法人スタイル、マネーフ

ォワードクラウド会計使

用）

ルーズリーフ

月1回 7年

仕訳日記帳 会計ソフト（会計王NPO

法人スタイル、マネーフ

ォワードクラウド会計使

用）

ルーズリーフ

月1回 7年

棚卸資産台帳 手書きルーズリーフ 都度 7年

賃金台帳 マネーフォワードクラウ

ド給与

Googleスプレッドシート

ルーズリーフ

月1回 7年

入出金伝票 単票 都度 7年

（記載要領）

・ 「伝票又は帳簿名」欄は、例えば「入金伝票」、「出金伝票」、「振替伝票」、「現金出納帳」、「総勘定元帳」などのように記載します。

・ 「左の帳簿等の形態」欄は、「単票」、「ルーズリーフ」、「装丁帳簿」などのように記載します。

・ 「記帳の時期」欄は、「都度」、「毎日」、「週１回」のように記載します。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。

書式第９号（法第４４条･５１条･５８条関係）



 

 

 

認定基準等チェック表 （第４表）          （初葉） 

法人名 特定非営利活動法人 アクセプト・インターナショナル ﾁ ｪ ｯ ｸ 欄 

４ 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること 

イ 宗教活動又は政治活動等を行っていないこと 
✓ 

ロ 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法

人と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当

法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う

者、上記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと 

 ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が８０％以上

であること 

 ニ 実績判定期間における受入寄附金総額の７０％以上を特定非営利活動の事業費に充てていること 

 
イ 

 

 
項        目 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ 申請時  

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を

教化育成する活動 
有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに

反対する活動 
有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

特定の公職の候補者若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反

対する活動 

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

 

ロ 

 

 
項        目 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ 申請時  

 
役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対

する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他

役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供

与の有無 

有・無 
有・無 

有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供

与の有無 

有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別の利益の供与の有無 
有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の

有無 

有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

  

（注意事項） 

・ 「認定基準等チェック表（第4表）」は、法第55条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表（次葉）」（ハ及びニ）の記載及び添付の必要はありま

せん。 

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した事項につい

て、改めて記載する必要はありません。 

書式第１０号（法第４４条･５１条･５８条関係） 



 

 

 
 

 （第４表 次葉） 
 
 
ハ 

 

 

項        目 実績判定期間  注・「ハ」について、事業費以外の

指標により計算を行う場合に

は、使用した指標及び単位を

記載してください。 

 

 

 

事 業 費 の 総 額 ①  538,416,235円  

特定非営利活動に係る事業費の額 ②  538,416,235円  

特定非営利活動の割合 （②÷①） ③ 100％ 

  使用した指標 単位  

 

 

   

  
 
 
ニ 

・ 算出方法を具体的に示す資料を

添付してください。 

 

 項                目 実績判定期間    

受   入   寄   附   金   総   額 ①  178,174,835円 

  

受入寄附金総額のうち特定非営 

利活動に係る事業費に充てた額 
②  178,174,835円 

 

受入寄附金の充当割合 （②÷①） ③  100％ 

  

 
※ハ、ニについて、実績判定期間中に「特定資産」等の勘定科目を設定した場合、その旨を明記して下さい。 

 
 
 
 

勘 定 科 目 金 額 

 円 

 

 

（注意事項） 

・「認定基準等チェック表（第４表 次葉）」（ハ及びニ）は、法第５５条第１項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）の提出時

には記載及び添付の必要はありません。 

・「ハ及びニ」の③については、小数点以下第３位を切り捨てた数値を記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    役員等に対する報酬等の状況 第４表付表１

法人名 特定非営利活動法人 アクセプト・インターナショナル

役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特

殊の関係にある者（注１）（以下「役員等」という）に対する報酬又は給与の支給（実績判定期間及び申請書の提

出日を含む事業年度開始の日から申請書の提出の日までに行った取引等）について記載してください。

（注１）「役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊の関係にあ

る者」とは次の者が該当します。

① 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族

② ①の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

③ ①の者の使用人及び使用人以外の者で「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内

の親族」から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者

④ ②又は③に掲げる者の配偶者若しくは三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている者

イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況（ロを除く。）

氏    名 職 名
法人との関係

（注２）

報酬・給与の

区    分
支 給 期 間 等 支 給 金 額

給与 令和5年4月1日～

令和6年3月31日

令和7年4月1日～

令和7年9月30日

11,564,000円

報酬 令和6年4月 1日～

令和7年3月31日

7,720,000円

給与 令和5年4月 1日～

令和7年3月31日

6,080,000円

給与 令和6年8月29日

～令和7年9月30日

5,414,025円

給与 令和 7 年 6 月 28 日

～令和7年9月30日

920,000円

給与 令和5年4月 1日～

令和7年9月30日

（注２）注１の①～④の内容を具体的に記述します。

ロ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額

集 計 期 間 令和5年 4月 1日 ～ 令和7年 9月 30日

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

60人 72,953,923円

（注意事項）

・ 「役員等に対する資産の譲渡等の状況等（第4表付表1）」は、法第55条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）の

提出時には記載及び添付の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第１項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した事項につい

て、改めて記載する必要はありません。

書式第１１号（法第４４条･５１条･５８条関係）



役員等に対する資産の譲渡等の状況等 第４表付表２（初葉）

法人名 特定非営利活動法人 アクセプト・インターナショナル

１ 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と

特殊の関係（注）にある者（以下「役員等」という）又は役員等が支配する法人に対する資産の譲渡等（実績判

定期間及び申請書の提出日を含む事業年度開始の日から申請書の提出の日までに行った取引等）について以下

の項目を記載してください。

（注）「特殊の関係」とは次に掲げる関係をいいます。

① 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係

② 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している関係

③ 上記①又は②に掲げる関係にある者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係

⑴ 資産の譲渡（棚卸資産を含む。）

取 引 先 の 氏 名 等
法人との

関 係
譲 渡 資 産 の 内 容

譲 渡

年 月 日
譲 渡 価 格 そ の 他 の 取 引 条 件 等

書籍1冊 令和 5 年4

月8日
1,700円 税抜き価格で販売。

書籍1冊 令和 5 年4

月9日
1,700円 税抜き価格で販売。

書籍1冊 令和 5 年4

月9日
1,700円 税抜き価格で販売。

書籍2冊 令和 5 年4

月9日
3,000円 税抜き価格で販売。

書籍1冊 令和 5 年4

月9日
1,700円 税抜き価格で販売。

書籍1冊 令和 5 年4

月16日
1,700円 税抜き価格で販売。

書籍2冊 令和 5 年8

月21日
2,900円 税抜き価格で販売。

書籍1冊 令和 5 年9

月5日
1,870円 定価で販売。

書籍2冊 令和5年10

月29日
2,700円 税抜き価格で販売。

書籍4冊 令和5年10

月29日
5,900円 税抜き価格で販売。

書籍1冊 令和5年10

月29日
1,500円 税抜き価格で販売。

書籍1冊 令和5年11

月23日
1,700円 税抜き価格で販売。

書籍1冊 令和 6 年1

月7日
1,800円

100円未満切り捨て価格

で販売。

書籍1冊 令和 6 年1

月7日
1,800円

100円未満切り捨て価格

で販売。

書籍3冊 令和 6 年6

月2日
5,400円

100円未満切り捨て価格

で販売。

書籍1冊 令和 6 年6

月30日
1,800円

100円未満切り捨て価格

で販売。

書籍3冊 令和 6 年7

月18日
9,000円

100円未満切り捨て価格

で販売。

書式第１２号（法第４４条･５１条･５８条関係）



書籍1冊 令和6年10

月6日
1,870円 定価で販売。

書籍1冊 令和 7 年1

月9日
1,800円

100円未満切り捨て価格

で販売。

書籍1冊 令和 7 年1

月9日
1,400円

100円未満切り捨て価格

で販売。

書籍2冊 令和 7 年1

月11日
3,200円

100円未満切り捨て価格

で販売。

書籍2冊 令和 7 年3

月9日
3,600円

100円未満切り捨て価格

で販売。

書籍1冊 令和 7 年7

月12日
1,800円

100円未満切り捨て価格

で販売。

書籍2冊 令和 7 年7

月12日
3,200円

100円未満切り捨て価格

で販売。

⑵ 資産の貸付け（金銭の貸付けを含む。）

取 引 先 の 氏 名 等
法人との

関 係
貸 付 資 産 の 内 容

貸 付

年 月 日
対 価 の 額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

なし 円

（注意事項）

・ 「役員等に対する資産の譲渡等の状況等（第4表付表2）」は、法第55条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）の提

出時には記載及び添付の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55 条第 1 項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した事項につい

て、添付を省略することができます。



⑶ 役務の提供（施設の利用等を含む。）

取引先の氏名等
法人との

関 係
役務の提供の内容

役務の提

供年月日
対価の額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

PR 活動に関する

コンサルティング

（2023年度分）

令和6年

3 月 25

日

330,000円

契約書・請求書に基づく。

複数業者の相見積もりを

取ったうえで金額を決定。

PR 活動に関する

制作物（2023年度

分）

令和5年

4 月 27

日～令和

6年3月

30日

772,221円

請求書に基づく。

複数業者の相見積もりを

取ったうえで金額を決定。

PR 活動に関する

制作物（2024年度

分）

令和6年

10 月 31

日～令和

7年1月

31日

292,600円

請求書に基づく。

複数業者の相見積もりを

取ったうえで金額を決定。

PR 活動に関する

制作物（2025年度

分）

令和7年

7 月 31

日

148,500円

請求書に基づく。

複数業者の相見積もりを

取ったうえで金額を決定。

管理業務、web 運

用における業務代

行、その他附帯す

る業務

令和5年

5 月 31

日～令和

5年11月

30日

1,884,341円

請求書に基づく。

複数業者の相見積もりを

取ったうえで金額を決定。

２ 役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営に関する事項

（該当する事項がある場合にその内容を具体的に記載してください。）

なし

３ 支出した寄附金（実績判定期間及び申請書の提出日を含む事業年度開始の日から申請書の提出の日までに支

出した寄附金）

支 出 先 の 名 称 等 住 所 等 支出年月日 支 出 金 額 寄 附 の 目 的 等

令和 5 年 4

月4日

～

令和 6 年 3

月9日

507,688円 出所者支援

令和 6 年 4

月25日

～

令和 7 年 3

月18日

4,270,366円 出所者支援、社会復帰準

備金

令和 7 年 4

月27日

～

1,088,593円 出所者支援、社会復帰準

備金



（注意事項）

・ 「役員等に対する資産の譲渡等の状況等（第4表付表2）」は、法第55条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）の提出

時には記載及び添付の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55 条第 1 項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した事項について、

添付を省略することができます。

令和 7 年 9

月25日

令和 7 年 6

月5日

296,367円 プロジェクト実施資金

令和 7 年 6

月11日

735,800円 プロジェクト実施資金



認定基準等チェック表 （第５表） 

法人名 特定非営利活動法人 アクセプト・インターナショナル ﾁｪｯｸ欄 

５ 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれ

をその事務所において閲覧させること 

✓ 

 イ 特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等（個人の住所又は

居所に係る記載の部分を除いたもの） 

 ロ 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類 

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 

 ニ 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程 

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他

一定の事項等を記載した書類 

ヘ 助成の実績を記載した書類 

 

 

 

 

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこ

れをその事務所において閲覧させることに同意する。 

※閲覧に関する細則（社内規則）等がある場合には、その細則（社内規則）等を添付してください。 

同  意  

 
する しない 

イ 

① 事業報告書等（事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち 10人

以上の者の氏名及び住所又は居所を記した書面） 

② 役員名簿 

③ 定款等（定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し） 

※いずれも認定基準の対象となるのは、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの 

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類 

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 

ニ 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程 

ホ 

次の事項を記載した書類 

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項 

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項 

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項 

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位５者との取引 

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれら

の者と特殊の関係のある者との取引 

④ 寄附者（役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法

人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が 20万円以上であるものに限る。）の氏名並びにその寄

附金の額及び受領年月日 

⑤ 役員等に対する報酬又は給与の状況 

a  役員等に対する報酬又は給与の支給の状況（b に係る部分を除く。） 

b  給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項 

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日  

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日 

へ 助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し 

 

（注意事項） 

・認定基準等チェック表第５表は、法第 55条第１項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）の提出時に記載及び添

付する必要があります。 

・認定の有効期間の更新の申請に当たっては、添付の必要はありません。 

書式第１３号（法第４４条･５１条･５８条関係） 



 

 

 

 

  認定基準等チェック表 （第６表） 

６ 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第２８条に規定する事業報告書等を同法第

２９条の規定により所轄庁に提出していること 

ﾁ ｪ ｯ ｸ欄 

✓ 

特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無 

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ 

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

  

 

認定基準等チェック表 （第７表） 

７ 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと 

ﾁ ｪ ｯ ｸ欄 

✓ 

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実 

その他公益に反する事実の有無 

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ 申 請 時 

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

  注・認定基準等チェック表（第７表）は、法第55条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）の提出時に記載及

び添付する必要があります。 

 

 

認定基準等チェック表 （第８表） 

８ 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後１年を超える期間が経過し

ていること 

ﾁ ｪ ｯ ｸ欄 

✓ 

  

事業年度   4月  1日～  3月  31日 設立年月日  平成29年  4月  3日 

  

 

（注意事項） 

・ 法第５５条第１項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）の提出時に当たっては、認定基準等チェック表（第６表及び第８表）

は、記載する必要はありません。 

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、認定基準等チェック表（第６表及び第８表）の記載の必要はありません。また、法第

５５条第１項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した事項について、改めて記載する必要はありません。 

 

 

認定基準等チェック表 （第６、７、８表） 

法人名 特定非営利活動法人 アクセプト・インターナショナル 

書式第１４号（法第４４条･５１条･５８条関係） 



 

 

欠格事由チェック表 

法人名 特定非営利活動法人 アクセプト・インターナショナル ﾁ ｪ ｯ ｸ 欄 

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法
人は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。 
１ 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合 

✓ 

イ  認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り消され
た場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前１年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特
例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から５年を経過しないもの 

 ロ  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から５年を経過しな
い者 

ハ  特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 204 条等（注１）若
しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、
罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者 

ニ  暴力団の構成員等（注２） 

２ 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から５年を経過しない法人 
３ 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 
４ 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から３年を経過しない法人（認
定、特例認定及び認定の有効期間の更新の申請時には、所轄税務署長等から交付を受けた納税証明書「その４」並び
に関係都道府県知事及び市区町村長から交付を受けた滞納処分に係る納税証明書の添付が必要となります）。 

５ 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から３年を経過しない法人 
６ 次のいずれかに該当する法人 
イ 暴力団 
ロ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 

 

 １ 役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無  

  イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前１年内に当該認定特

定非営利活動法人又は当該特例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその

取消しの日から５年を経過しない者の有無 

 

有 ・ 無 

 

ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から５

年を経過しない者の有無 

有 ・ 無 

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関す

る法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けるこ

とがなくなった日から５年を経過しない者の有無 

 

 

有 ・ 無 

ニ 暴力団の構成員等の有無 有 ・ 無 

  

 ２ 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から５年を経過しない法人 はい・いいえ  

 

３ 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 はい・いいえ 

 

４ 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から３年を経過

しない法人 

はい・いいえ 

添付

書類 

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上記４に係る所轄税務署長等から交付を受けた納税証明書  

「その４」並びに関係都道府県知事及び市区町村長から交付を受けた滞納処分に係る納税証明書を添付すること     

※その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること 

※役員報酬規程等提出書には添付不要 

 

５ 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から３年を経過しない法人 はい・いいえ 

 

６ 次のいずれかに該当する法人 

 イ 暴力団 はい・いいえ 

ロ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 はい・いいえ 
 

書式第１５号（法第４４条･５１条･５８条関係） 



 

 

 

寄附金を充当する予定の事業内容等 

 

法人名 特定非営利活動法人 アクセプト・インターナショナル 

 

 

事 業 名 具 体 的 な 事 業 内 容 
実施予

定年月 

実施予定

場所 

従事者の

予定人数 

受益対象者の

範囲及び予定

人 数 

寄附金充当 

予 定 額 

特に深刻な状況を抜

け出すための環境づ

くり事業 

暴力的過激主義組織の構成員

を対象とした投降促進支援

（ソマリア） 

通年 ソマリ 

ア・中部

州、南部州 

29名 暴力的過激主

義組織アル・シ

ャバーブから

の投降を望む

構成員、前線地

域の地域社会 

約400名 

20,000,000

円 

暴力的過激主義組織の構成員

を対象とした投降促進支援

（イエメン） 

通年 イエメ 

ン・タイズ

州 

8名 反政府武装勢

力フーシ派か

らの投降を望

む構成員、前線

地域の地域コ

ミュニティ 

約300名 

12,000,000

円 

コミュニティに対する和解促

進支援 

通年 ソマリア

全域 

7名 当事者及びソ

マリアの一般

市民 

約5,000名 

15,000,000

円 

非行の可能性がある青少年に

対するアウトリーチ活動 

通年 日本・東京

都内 

10名 繁華街にいる

青少年 

約500名 

500,000円 

困窮している在日ムスリムを

対象としたアウトリーチ活

動、相談支援 

通年 日本国内 12名 在日ムスリム

を中心とした 

在日外国人 

約2,200名 

500,000円 

特に深刻な状況にい

る人々の保護・包括的

エンパワーメント事

業 

暴力的過激主義組織からの投

降兵や逮捕者を対象とした脱

過激化・社会復帰支援（ソマ

リア） 

通年 ソマリ 

ア・首都モ

ガディシ

ュ、中部ド

ゥサマレ

ブ 

13名 アル・シャバー 

ブからの投降

兵や逮捕者、対

象者の帰還す

る地域社会 

約800名 

90,000,000

円 

暴力的過激主義組織からの投

降兵や逮捕者を対象とした脱

過激化・社会復帰支援（イエ

メン） 

通年 イエメ 

ン・タイズ

州、マアリ

ブ州 

8名 フーシ派から

の投降兵や逮

捕者、対象者の

帰還する地域

社会 

約800名 

70,000,000 

書式第１６号（法第４４条・５１条・５８条関係） 



 

 

 

 

暴力的過激主義組織からの投

降兵や逮捕者を対象とした脱

過激化・社会復帰支援（ケニ

ア） 

通年 ケニア・首

都ナイ 

ロビ、モン

バサ、キス

ム 

12名 刑務所にいる

元テロリスト

及びテロ関連

の逮捕者、対象

者の帰還する

地域社会 

約300名 

1,000,000円 

暴力的過激主義組織からの投

降兵や逮捕者を対象とした脱

過激化・社会復帰支援（コロ

ンビア） 

通年 コロンビ 

ア・カケ 

タ県 

10名 元コロンビア

革命軍構成員

の若者、その家

族 

約300名 

1,000,000円 

暴力的過激主義組織からの投

降兵や逮捕者を対象とした脱

過激化・社会復帰支援（イン

ドネシア） 

通年 インドネ 

シア・中部

ジャワ州 

6名 刑務所にいる

又は出所した 

元テロリスト、

対象者の帰還

する地域社会 

約300名 

1,000,000円 

暴力的過激主義組織からの勧

誘を受ける可能性のある若者

を対象とした収入創出支援 

通年 ケニア・首

都ナイロ

ビ 

12名 失業中など過

激化リスクの

高い若者 

約300名 

1,000,000円 

非行少年を対象とした社会復

帰支援 

通年 日本国内 10名 少年院を出所

した非行少年 

約30名 

1,000,000円 

社会における分断を

修復するために必要

な啓発啓蒙、人材育

成、調査研究、情報収

集・提供・発信、政策

等の提言事業 

社会における分断を修復する

ために必要な人材育成・対話

支援 

通年 ソマリア、

ケニア、コ

ロンビア、

インドネ

シア、日

本、オンラ

イン 

98名 各国のプログ

ラム参加者、社

会側の代表、刑

務所職員、保護

司候補者及び

日本の一般市

民 

約5,000名 

30,000,000

円 

日本の一般市民に対するテロ

や紛争のない世界のための啓

発啓蒙(講演、イベント開催、

マスメディア・ソーシャルメ

ディア・ニュースレターでの

発信など) 

通年 日本国内、

オンライ

ン 

34名 日本の一般市

民 

30,000名以上 

700,000円 

“加害者”とならざるを得な

かった若者の権利を擁護する

ための国際条約策定や彼らを

受け入れるための政策提言 

通年 日本、ア 

メリカ、ス

イスを中

心とした

全世界 

5名 不特定多数 5,000,000円 




